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令和８年度与謝野町国民健康保険特定健康診査データ分析及び受診勧奨事業 

業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

1． 事業の趣旨・目的 

本事業は、特定健康診査において国の目標値である受診率６０％を目指し、また与謝野町第３期データ

ヘルス計画及び第４期特定健診等実施計画を推進するために特定健診受診率のさらなる向上を目的とし、令

和８年度与謝野町特定健診における国民健康保険 特定健康診査データ分析及び受診勧奨事業を委託する事

業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要事項を定めるものである。 

なお、該当業務は、与謝野町の令和８年度当初予算が議決されない場合は、実施しないこととし、プロ

ポーザル募集に係る手続きはなかったものとする。その場合において当該応募に係る経費については、提案

者負担とする。 

 

2． 業務概要 

（１） 委託業務名  令和８年度特定健康診査データ分析及び受診勧奨事業業務委託 

（２） 委託限度額  ３，９８２千円（消費税及び地方消費税を含む） 

           ※提案上限額は上記の範囲内とし、この上限額を超えた提案は受理しない。 

ただし、この金額は契約時の予定価格示すものではなく、企画提案内容 

の規模を示すものであるので留意すること。 

（３） 業 務 内 容  別紙「業務仕様書」のとおり。 

（４） 委 託 期 間  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

  

3． 参加資格 

次に掲げる要件の全てを満たす者が、応募できるものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされている者（更生手 

続き開始の決定を受けている者を除く）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手 

続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の決定を受けている者を除く）でないこと。 

（３）国税、地方税、法人税及び消費税等を滞納していない法人等であること。 

（４）当該募集要項公表日及びプレゼンテーション実施日において、与謝野町の指定競争入札における停止措 

置を受けていないこと。 

（５）自社もしくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行っている者 

でないこと。（落札者となった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、役員名簿の提出及び当該役 

員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知すること。） 

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属 

する者に該当しないこと。 

（７）機械学習の機能がある人工知能を用いたデータ分析に関して、特許を取得していること。 

（８）人口規模が与謝野町（特定健康診査対象者数３，０００名から５，０００名）の規模以上の自治体で、 

直近の令和４年度から令和５年度において本業務と同様の業務を受託した実績が５０件以上あること。 

（９）本業務と同様の業務において、複数年での業務支援を受託した実績があること。 

（10）本業務と同様の業務において、複数年での支援実績を有し、かつ受診率向上実績があること。 

（11）勧奨における介入研究で論文を公表している研究者（公衆衛生修士・博士）が自社に在籍していること。 

（12）データの提供にあたりＬＧＷＡＮによるデータ提供を行う環境を有していること。 

（13）クラウドサービスを活用する場合には、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０１７に基づく認証を有していること。 
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4． 公募から契約履行までの日程 

（１）募集開始・仕様書等の配布（公開） 令和８年 ３月１９日（木） 

（２）質疑受付    令和８年 ３月２５日（水）正午必着 

（３）質疑回答（予定）   令和８年 ３月２６日（木） 

（４）参加申込受付期間            令和８年 ３月３０日（月）正午必着 

（５）企画提案書提出締切日          令和８年 ３月３０日（月）正午必着 

（６）プレゼンテーション実施（予定）    令和８年 ４月初旬 

（７）結果通知及び契約締結         プレゼンテーション・ヒアリング後、 

速やかに通知および公表 

                             

 

5． 募集における応募、審査等の手順 

（１）担当部署及び問い合わせ先 

与謝野町役場 保健課 保健係 住民健診未受診者対策担当  

〒６２９－２４９８  京都府与謝郡与謝野町字加悦４３３番地 

電話：０７７２－４３－９０２２  ＦＡＸ：０７７２－４２－０５２８ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｏｋｅｎ＠ｔｏｗｎ．ｙｏｓａｎｏ．ｌｇ．ｊｐ 

  

（２）仕様書等の入手 

 ア 配布期間：令和８年３月１９日（金）～令和８年３月３０日（月） 

イ 仕様書等関係書類及び様式は、与謝野町のホームページにて、入手すること。 

（https://www.town.yosano.lg.jp/work/bid/proposal/entry_1161/index.html） 

 ※担当部署での配布は行いません。 

 

（３）募集要項・仕様書に対する質疑応答の実施 

 本業務に応募しようとする応募者は、本募集要項、仕様書に記載している内容に対する質問を行うこと 

ができる。質問書様式は必要に応じて項目を追加できる。 

ア 質疑の受付 

受付期間：令和８年３月２５日（水）正午必着 

提出方法：質問書（様式１）に記入の上、「（１）問い合わせ先」のＥ－ｍａｉｌにより提出する 

こと。 

メールタイトルを「令和８年度与謝野町国民健康保険特定健康診査データ分析及び受診 

勧奨事業業務委託に関する質問書（会社名）」とし「（１）問い合わせ先」へ電話で受 

信の確認を行うこと。 

イ 質疑の回答 

    回 答 日：令和８年３月２６日（木）（予定） 

回答方法：与謝野町のホームページに掲載する。個別には回答しない。 

（https://www.town.yosano.lg.jp/work/bid/proposal/entry_1161/index.html） 

 

（４）参加申込書及び企画提案書の提出 

 参加希望者は、次のとおり提出すること。 

ア 提出書類 

ａ プロポーザル参加申込書（様式２） 

ｂ 団体概要書（様式３） 

ｃ 受託実績一覧（様式３－２） 

類似の受診勧奨業務について京都府内実績が１自治体以上あることを示してください。契約書 

の頭紙の写しを記載案件分クリアファイルに入れ提出すること。提出書類を確認の上、不備が 

ある場合には当該プロポーザル参加を認めないものとする。 
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ｄ 納税証明書（発行官公署の様式） 

法人の場合：「法人税」「消費税及び地方消費税」（その３の３） 

個人の場合：「申告所得税」「消費税及び地方消費税」（その３の２） 

ｅ 誓約書（様式４） 

ｆ 企画提案書 

仕様書にしたがって、明瞭に作成することとし、仕様書に記載することの他に有益であると 

考えられる追加提案がある場合は、わかりやすく記載すること。５（５）の提案項目を網羅 

すること。 

提出様式は自由とするが、Ａ４判横カラー刷りとすること。（Ａ３折り込み不可） 

ｇ 業務実施体制調書（様式５） 

ｈ 協力企業等報告書（様式６） 

協力事業所はある場合提出すること。 

ｉ 見積書 

 業務委託見積書及び内訳書は、円単位で作成すること。 

 

イ 提出方法等 

提出期限：令和８年３月３０日（月）まで 

提出方法：持参又は郵送（書留郵便に限る） 

郵送の場合、提出期限までに必着のこと。 

 提出場所：「（１）問い合わせ先」 

 

（５）参加辞退 

参加意向申出書等の提出後に参加手続きを辞退する場合は、辞退届（様式７）を上記（１）まで持参 

又は郵送にて提出すること。 

 

（６）企画提案書の提出 

企画提案書等の作成については本実施要領、及び与謝野町国民健康保険特定健康診査データ分析及び受

診勧奨事業業務委託仕様書に基づいて作成すること。企画提案項目は以下の通り。 

ア 対象者の選定及びグループ分け 

特定健診の受診率を向上させるため、対象受診者の効果的な分類方法を提案すること。また、その 

理由を示すこと。 

イ 属性に応じた通知の内容 

分類した対象者それぞれに対する勧奨の内容等、ポイントや手法が分かる提案をすること。 

ウ 受診率向上のための工夫 

上記イに関連して、最適な通知の作成や行動変容を起こす手法等、受診率向上のための工夫を示す 

こと。 

エ 受診結果の効果検証 

勧奨による結果の検証方法・内容を示すこと。 

オ スケジュールの提示 

無理のない実現可能なスケジュールで示すこと。 

カ 個人情報の管理 

個人情報保護に関する事業者の認証取得状況や情報の管理体制、従事者の教育等情報漏えいの防止 

対策を示すこと。 

キ 業務の実施体制 

提案内容を確実に実行できる体制で示すこと。 

ク 実績 

類似の受診勧奨業務における実績を示すこと。 
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（７）審査 

ア 評価基準 

別紙「評価基準」のとおり 

イ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書及び提案金額について、令和８年４月初旬にプレゼンテーション及びヒアリングを実 

施する。時間、場所については、別途通知する。 

また、場合によりＷＥＢでのプレゼンテーション可とする。 

ウ 評価方法 

企画提案書、提案金額、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基づいて、外 

部有識者の意見（採点等）を聴取した上で評価する。 

エ 候補者の選定方法 

ａ 失格者を除いた者の内、ウの総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。 

ｂ 最高点の者が複数の場合は、提案金額の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として 

選定する。 

ｃ ａ，ｂに関わらず、総合点が６０点未満の場合は、候補者として選定しない。 

オ その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ａ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

ｂ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ｃ 提案金額の金額が委託上限額を超える場合 

ｄ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

ｅ 評価に係る選定会議構成員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

ｆ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

ｇ 町の示す仕様を満たさない提案を行った場合 

        

（８）選定結果の通知・公表 

候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知日翌営業日に、 

下記項目において与謝野町ホームページ「公募型プロポーザル」 

（https://www.town.yosano.lg.jp/work/bid/proposal/entry_1161/index.html）において公表するとともに、

担当課において閲覧に供するものとする。 

【公表事項】 

ア 候補者の名称、総合点及び選定理由 

イ ア以外の参加者の名称及び総合点 

※ア以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で表記する。 

※ 参加者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。なお、審査結果について異議申し 

立並びにお問い合わせには、一切応じることはできない。他業者の審査内容については、 

一切公表しない。 

 

（９）契約 

ア 契約交渉の相手方に選定された者と町との間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で 

協議が調った場合、委託契約を締結する。 

イ 受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。た 

だし、与謝野町財務規則１２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。 

ウ 契約代金の支払いについては、精算払いとする（支払日は年度末となります）。 

エ 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を 

提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 
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6． 留意事項 

（１）応募書類等の提出、プレゼンテーションの出席その他応募に関する経費については、全て応募者の負担 

とする。 

（２）企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

（３）提出された応募書類は返却しない。 

（４）参加表明書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をすることはできない。 

ただし、町から指示があった場合を除く。 

 

（５）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年法 

律第５１号）に定める単位とする。 

（６）令和８年度当初予算が議決されない場合は、本業務プロポーザル募集に係る手続はなかったものとする。 

その場合においても当該応募に係る経費については、提案者の負担とする。 

（７）無効となるプロポーザル  

・提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

・提出書類に虚偽の記載がある場合 

・著しく信義に反する行為を起こした場合 

・会社更生法の適用を申請するなど、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

・公共事業に関して、違法行為等により指名停止などの処分を受けている場合 

    ・その他、要領に違反した場合 

（８）プロポーザルの結果は、ホームページ等によって公表される場合がある。 

（９）プロポーザルに関する一連の資料は、与謝野町情報公開条例等の法令に基づき、公表される場合がある。 

公開請求があった際に条例規定に基づき公開することを前提とするので、企業秘密のため非公開を希望 

する部分については、注釈等でその部分を特定したうえ明記すること。 

（10）提案書の著作権は、それぞれの製作者に帰属するが、選定を行う作業に必要な範囲においては、無断・ 

無償で複製を作成することがある。 

（11）企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象と 

なっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

（12）今後想定される一連の委託業務に際しては、提案書中に記載された担当者について変更を認めない。 

ただし、変更の理由及び変更予定者について、やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 
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【別表】 

評価表 
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優 良 普通 不良 不可

事業への理解・知識事業内容及び目的に対する理解・知識が十分にあるか。 5点 4点 3点 2点 1点

提案コンセプトが本町の特性を踏まえたものとなっているか。 5点 4点 3点 2点 1点

事業を効果的・効率的に実施するための提案がされているか。 5点 4点 3点 2点 1点

提案内容の実現性
事業計画が明確に説明されていて、実現可能なスケジュールに

なっているか。
5点 4点 3点 2点 1点

対象者の選定
人工知能を用いたデータ分析で、健診対象者毎の健診受診の予

測値(受診確率)を算出する等し、対象者を特定しているか。
15点 12点 9点 6点 3点

対象者の分類
対象者を5グループ以上に分け、グループに適した受診勧奨メッ

セージをグループ毎に作成しているか。
10点 8点 6点 4点 2点

通知物の訴求力
通知物は、ソーシャルマーケティング手法を活用し、対象者の

特性に合わせた個別具体的なデザインになっているか。
10点 8点 6点 4点 2点

効果分析力 実施後の課題や改善策の提示ができる提案となっているか。 10点 8点 6点 4点 2点

勧奨通知物には、工夫を加え、独創的なアイディアが盛り込ま

れているか。
5点 4点 3点 2点 1点

民間企業の強みを生かした、受診率向上に資する付帯的な協力

を提供できるか。
5点 4点 3点 2点 1点

人員
提案内容を継続的に的確・迅速に遂行できるための人員が確保

されているか。
5点 4点 3点 2点 1点

事業責任者
責任者として必要な知識、経験、資格等を有し、指導・監督能

力の高い者であるか。
5点 4点 3点 2点 1点

情報の取り扱い 個人情報保護の体制が整っているか。 5点 4点 3点 2点 1点

実績 市町村国保における類似業務についての十分な実績があるか。 5点 4点 3点 2点 1点

費用
費用対効果を考慮した提案であり、積算の内訳は適切である

か。
5点 4点 3点 2点 1点

評価点を100点満点とし、評価項目別に下記のように配点する。

評価項目 評価内容

全体評価

提案内容の的確性

独創性

企画評価

小計 15点

小計 10点

総合点 100点

実施体制

評価

客観的評価

評価点

小計 20点

小計 55点


